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国立大学法人東京農工大学大学教育センター運営規則の一部改正 

国立大学法人東京農工大学大学教育センター運営規則を次のとおり改正する。 

現行 改正 備考 

 

本則 

 

本則 

 

  

(目的) 

第 2条 センターは、国立大学法人東京農工大学の教育理念を実現するた

め、大学教育委員会等関連する委員会の協力のもと、全学的な視点から

教育及び学生の受入に関して研究・企画・調整を行い、その改善を進め

るとともに、全学教育の企画及び実施に関して主導的役割を果たすこと

を目的とする。 

(目的) 

第 2条 センターは、国立大学法人東京農工大学の教育理念を実現するた

め、教育・学生生活委員会等関連する委員会及び各部局と連携し、全学

的な視点から学生の教育及び受入に関して研究・企画・調整を行い、そ

の改善を進めるとともに、全学教育の企画及び実施に関して主導的役割

を果たすことを目的とする。 

(事業) 

第 3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。 

(事業) 

第 3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。 

(1) 全学的視野に立ったカリキュラムの立案と支援 (1) 全学的視野に立った教育プログラムの立案及び支援  

(2) 学生の受入に関する諸事項の調査・解析・立案 (2) 学生の受入に関する諸事項の調査・解析及び入試方法の改善・立

案 
 

(3) 教育評価についての研究・実施 (3) 入試広報の企画及び実施  

(4) ファカルティ・ディベロップメント(FD)の推進及び教育改善の支

援 

(4) 教育評価及びファカルティ・ディベロップメント（FD)の実施 
 

(5) その他教育全般にわたる調査研究 (5) キャリア教育及び就職支援の立案及び実施  

 (6) その他教育全般にわたる業務  

(部門) 

第 4条 センターに、次の各号に掲げる部門を置く。 

 

（削る） 
 

(1) 教育プログラム部門   

(2) アドミッション部門   

(3) 教育評価・FD部門   

2 各部門に関する事項は、別に定める。   

 

(部門長) 

第 5条 前条の部門に、部門長を置く。 

 

 

（削る） 

 

2 部門長は、組織運営規則第 7条第 1項に定める大学教育センター長(以

下「センター長」という。)がセンター教員の中から指名する。 
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3 部門長は、部門の業務を掌理する。   

(センター長) 

第 5条の 2 大学教育センター長(以下「センター長」という。)は、本学

の教授をもって充てる。 

(センター長) 

第 4条 大学教育センター長（以下「センター長」という。）は、教育担

当副学長をもって充てる。 

 

2 センター長は、センターの業務を掌理する。 2 （略）  

3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生

じた場合の補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。 

3 （削る） 
 

(センター長の選考) 

第 5条の 3 センター長の選考は、教育研究評議会の意見を参考にして、

学長が行う。 

 

（削る）  

2 その他センター長の選考方法については必要な事項は、別に定める。   

(副センター長) 

第 6条 (略) 

(副センター長) 

第 5条 (略) 
 

2 副センター長は、第 9条に定める運営委員会の議に基づき、センター

長が指名する。 

2 副センター長は、第 8条に定める運営委員会の議に基づき、センター

長が運営委員の中から指名する。 
 

3・4 (略) 3・4 (略)  

(専任教員) 

第 7条 センターに、専任教員を置く。 

(専任教員) 

第 6条 センターに、第 3条に掲げる事業を実施するため、専任教員を置

く。 

 

(兼務教員) 

第 8条 (略) 

(兼務教員) 

第 7条 (略) 
 

2 (略) 2 (略)  

3 兼務教員は、各部門 4人以内とする。 3 兼務教員は、農学研究院及び工学研究院に所属する教員から各 3人と

する。ただし、次条の運営委員会が必要と認める場合は追加することが

できる。 

 

4 兼務教員は、学府教授会の推薦を受け、次条の運営委員会の議を経

て、学長が発令する。 

4 兼務教員は、研究院教授会の推薦を受け、次条の運営委員会の議を経

て、学長が発令する。 
 

5 兼務教員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 5 兼務教員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。  

(新設) 6 前項本文の規定にかかわらず、第 3項ただし書の規定に基づき追加す

る兼務教員の任期は、次条の運営委員会が個別に定めるものとする。 
 

(運営委員会) 

第 9条 センターの事業の運営のため、センター運営委員会(以下「運営

委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。 

(運営委員会) 

第 8条 センターの事業の運営のため、センター運営委員会(以下「運営

委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。 
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(1) (略) (1) (略)  

(2) （略） (2) （略）  

(3) センターの規則、規程等の制定及び改廃に関する事項 (3) センターの予算、管理及び運営に関する事項  

(4)～(6) （略） (4)～(6) （略）  

2・3 (略) 2・3 (略)  

第 10条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 第 9条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。  

(1)～(2) (略) (1)～(2) (略)  

(3)  部門長 （削る）  

(4) 専任教員 (3) 専任教員  

(5) 兼務教員 (4) 兼務教員  

(6) 大学教育委員会から選出された教員 2人 (5) 教育・学生生活委員会から選出された教員 2人  

(7) 入学試験委員会から選出された教員 1人 (6) 入学試験委員会から選出された教員 1人  

(8) 総括チームリーダー(学生担当) (7) 学務部長  

(9) 大学教育センター担当室長 (8) 学務部教育企画課長  

(10) その他運営委員会が必要と認める者 (9) その他運営委員会が必要と認める者  

第 11条 (略) 第 10条 (略)  

第 12条 (略) 第 11条 (略)  

(事務) 

第 13条 センターに関する事務は、関係部局の協力を得て大学教育セン

ター担当室において処理する。 

(事務) 

第 12条 センターに関する事務は、関係部局の協力を得て学務部教育企

画課において処理する。 

 

(雑則) 

第 14条 (略) 

(雑則) 

第 13条 (略) 
 

   

附 則（２４大規則第１号） 

1 この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

2 この規則の施行により、最初に選出される第７条に規定する兼務教員の任期は、第７条第５項の規定にかかわらず、平成２５年３月３１日までとする。 


